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第１節 計画の目的 

 

この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、宇部市防災会議が作成する計画で

あり、市の地域における風水害に係る災害予防、災害応急対策及び復旧・復興に関し、市、

県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設

の管理者等（以下「防災関係機関」という。）及び市民が処理すべき事務及び業務の大綱を定

め、防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、防災関係機関、市民がその有する全機能を

有効に発揮して宇部市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目

的とする。 

 

 

第２節 計画の性格 

 

１ この計画は、宇部市の地域に係る風水害対策に関する基本計画であり、各種の防災に関

する計画はこの計画の一環として体系化されたものである。 

  

２ この計画は、国の防災基本計画に基づいて作成したものであり、指定行政機関、指定公

共機関が作成する防災業務計画及び山口県地域防災計画に抵触するものではない。 

  

３ この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると

認めるときはこれを補完し修正する。 

したがって、防災関係機関は関係のある事項について、毎年宇部市防災会議が指定する

期日までに計画の修正案を提出するものとする。 

  

４ この計画は、市が実施する防災の事務及び業務を主体とし、他の防災関係機関の処理す

べき防災の事務又は業務の大綱をも掲げて、これを総合化したものである。 

  

５ この計画は、防災関係機関がそれぞれの立場において実施責任を有するものであり、防

災関係機関は平素から研究、訓練等を行うなどしてこの計画の習熟に努めるとともに、市

民に対しこの計画の周知を図り、計画の効果的な運用ができるよう努めるものとする。 

  

６ 計画の具体的実施にあっては、防災関係機関が相互に連携を保ち、総合的な効果が発揮

できるように努めるものとする。 

 

７ 宇部市防災基本条例（平成２４年４月１日宇部市条例第７号）第４条の規定に基づき、

同条例第３条に掲げる基本理念をこの計画に反映しなければならない。 

 

８ 計画の用語 

この計画における用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）災対法 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

（２）救助法 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号） 
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（３）激甚法 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０

号） 

（４）県 

山口県 

（５）市 

宇部市 

（６）指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関 

災対法第２条第３号～第６号の規定によるそれぞれの機関 

（７）県防災計画 

山口県地域防災計画 

（８）市防災計画 

宇部市地域防災計画 

（９）防災業務計画 

指定行政機関の長及び指定公共機関の長が防災基本計画に基づき作成する防災に関す

る計画 

 

［資料］１－１－１ 防災基本条例 

 

 

第３節 計画の構成 

 

この計画の構成は、次のとおりとする。 

第１部 総則 

第２部 災害予防計画 

第３部 災害応急対策計画 

第４部 復旧・復興計画 

第５部 資料 

 

 

第４節 計画の内容 

 

１ 第１部総則は、計画の基本方針、前提条件、及び防災組織の責務を定める。 

 

２ 第２部災害予防計画は、平常時における災害の発生を未然に防止するため、または被害

を最小限にするための計画を定める。 

 

３ 第３部災害応急対策計画は、災害が発生する恐れのある場合に、災害の発生を未然に防

御するための計画または、災害が発生した場合に、災害の拡大を防止するためのまたは応

急的に救助するための計画を定める。 

 

４ 第４部復旧・復興計画は、災害が発生したあとの災害復旧、復興計画の実施にあたって

の基本的な方針を定める。 
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第２章 計画の前提条件 
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第１節 市の概況 

 

第１項 位置及び地勢 

 

本市は、山口県の南西部に位置し、東は山口市、北は美祢市、西は山陽小野田市に接して

いる。 

本市の位置は、次のとおりである。 

 

方位 極限経緯度 

東端 

西端 

南端 

北端 

東経 １３１゜２２′４５″ 

東経 １３１゜１１′００″ 

北緯  ３３゜５５′２３″ 

北緯  ３４゜１０′０２″ 

 

市役所の位置は、北緯３３゜５６′５４″東経１３１゜１４′５６″である。 

面積は、２８６．６５ｋｍ2である。（東西１６．５ｋｍ、南北２７．４ｋｍ） 

また、標高は４．５６４ｍである。 

 

第２項 地形 

 

北部は、中国山脈の丘陵性山地をなし、南部は緩やかな丘陵となっており、河川は厚東川

及び有帆川水系が南流し、周防灘に及んでいる。海岸は、主に人工海岸が広がっている。 

東部は、隆起海岸が見られ、緩やかな起伏ある台地が広がっている。 

一方西部は、厚東川河口域右岸に厚南平野が広がり、天井川の感がある。 

 

第３項 地質 

 

北部一帯は、中生代各種火成岩類が複雑な分布をし、中部地帯は中生代黒雲母花崗岩が分

布している。 

また、楠地域には、市の最高峰である標高４５９ｍの荒滝山をはじめ、標高４５８．６ｍ

の日ノ岳等比較的高い山が集中している。 

東部地帯は、丘陵を広く覆う洪積層である吉南層群が主体で、宇部層群は各地区に分布し

ている。 

また、厚東川を中心に南部一帯は粘土、砂礫よりなる新生代沖積層より成っている。 

 

第４項 気象 

 

瀬戸内気候であり温暖であるが、梅雨期の降水量が年間降水量の３割を占め、全国的に見

ても雨季がはっきりしているのが特徴である。 

年平均気温は１６．６度（２０２２年）で、降水量は平年値１，５２７．２ｍｍで県内で

は少雨地域である。 

（平均値は、１９９１～２０２０年の観測値によるもの。） 
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第２節 災害履歴 

 

第１項 強風による被害 

 

１９８５（昭和６０）年に、台風による強風により防潮扉が倒れ、その下敷きとなり１名

の人命が失われた。 

１９９１（平成３）年には、台風１９号による強風により太陽熱温水器が落下し、１名の

人命が失われた。また、塩害や電柱倒壊等により長時間停電が発生した。（宇部空港５１．４

ｍ／ｓ） 

また１９７０（昭和４５）年宇部市で竜巻が発生し負傷者２人、半壊家屋１棟、一部損壊

家屋１１棟の被害が発生した。 

 １９９９（平成１１）年の台風１８号は、最大瞬間風速５８．９ｍ／ｓ（観測史上最大）

を記録し、山陽小野田市では竜巻も発生した。 

 ２００４（平成１６）年の台風１８号では、最大風速３２．０ｍ／ｓ（観測史上最大）を

記録し、市内全域で停電が発生、最大４日間続いた。 

 

第２項 大雨による被害 

 

１９３０（昭和５）年に、台風による大雨で昭和開作堤防が決壊し、西沖ノ山炭鉱で２１

人の犠牲者が出た。 

１９５０（昭和２５）年、キジア台風による大雨で西沖堤防が決壊し、浸水家屋が３，０

００棟となる被害が発生した。 

１９５３（昭和２８）年、台風２号と前線の影響により真締川堤防が３ヵ所決壊し、死者

１人、全半壊住宅２９棟、浸水家屋が３，７０７棟となる被害が発生した。（総雨量下関５２

８．９ｍｍ、日雨量下関２６５．７ｍｍ） 

１９５５（昭和３０）年、台風２２号により死者２人、全壊住宅８４棟、半壊住宅１２３

棟、浸水家屋２，２２０棟の被害が発生した。 

１９７２（昭和４７）年、４７年７月豪雨により、小野で山津波が発生し、家もろとも１

００ｍ流され死亡１人、重傷者１人となる被害が発生した。その他市全域で、負傷者９人、

全壊住宅８棟、半壊住宅２棟、一部損壊住宅８６棟、床上浸水５２５棟、床下浸水２，９０

６棟となる被害が発生した。 

１９９３（平成５）年、台風５号による大雨で水嵩の増した水路に転落し死亡１人、床上

浸水８４棟、床下浸水１，２７２棟となる被害が発生した。 

また同年は、停滞前線による大雨で東岐波日の山で山腹崩壊があり、負傷者２人、半壊住宅

１棟、一部損壊住宅３棟となる被害が発生した。 

１９９５（平成７）年、台風１４号による大雨で琴芝を中心として床上浸水１７８棟、床

下浸水１，０６３棟となる被害が発生した。（宇部空港８１．０ｍｍ／ｈ） 

２００９（平成２１）年、平成２１年７月中国・九州北部豪雨により、本市北部を中心に、

半壊４棟、床上浸水４２棟、床下浸水２０１棟となる被害が発生した。（最大１時間雨量   

９０．０ｍｍ［７月２１日７：１０～８：１０小野］、最大日雨量３２０．５ｍｍで宇部市で

の過去最大雨量を記録） 
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第３項 高潮による被害 

 

第二次世界大戦中の１９４２（昭和１７）年８月２７日には、台風の直撃と満潮時間が重

なり、沿岸全域に未曾有の被害をもたらした。 

とりわけ、厚東川河口の堤防の決壊で、厚南・藤山地区は２９７人の死者・行方不明者を

出した。 

高潮による最大潮位偏差は１６３ｃｍ、最高潮位はＴＰ３６７ｃｍ＝ＤＬ５７８ｃｍ（既

往最高位）が記録された。 

（人） 

種別 死亡 行方不明 負傷 合計 

人数 ２３２ ６５ １１８ ４１５ 

（棟） 

種別 流失 倒壊 半壊 浸水 合計 

住宅 ４７２ ７１ ６４３ ５，０８２ ６，２６８ 

その他 ５８ ９８ １７５ １０，２０１ １０，５３２ 

合計 ５３０ １６９ ８１８ １５，２８３ １６，８００ 

 

１９９９（平成１１）年９月２４日には、台風１８号が宇部市に上陸し、満潮時間と重な

ったため、特に東岐波・西岐波地区の沿岸部に甚大な被害をもたらした。 

また、山口宇部空港が護岸の崩壊により水没し、５日間にわたり閉鎖された。 

重傷者４名、軽傷者７名を出したが、幸いにも死者・行方不明者はいなかった。 

高潮による最大潮位偏差は２２３ｃｍ、最高潮位はＴＰ３６３ｃｍ＝ＤＬ５７４ｃｍが記

録された。 

（人） 

種別 死亡・行方不明 重傷 軽傷 合計 

人数 ０ ４ ７ １１ 

（棟） 

種別 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 合計 

住宅 １３ ５３６ ５，７６９ ２４１ ３，４０８ ９，９６７ 

その他 ４２ ２８ －  － ７０ 

合計 ５５ ５６４ ５，７６９ ２４１ ３，４０８ １０，０３７ 

 

第４項 大雪による被害 

 

１９６３（昭和３８）年、１９６８（昭和４３）年に、大雪による電柱倒壊等により長時

間停電が発生した。 

 

第５項 雷・雹による被害 

 

１９８７（昭和６２）年、東岐波花園で落雷により死者１名を出した。 

 

［資料］１－２－１ 過去の主な風水害 
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第３節 災害特性 

 

第１項 強風による被害の特性 

 

風による被害は、飛来物による被害、建物・樹木等の倒壊、火災の延焼、塩害等があり、

中でも人的被害は、最大瞬間風速が２２ｍ／ｓを超えると急速に増大する傾向にある。 

 

第２項 大雨による被害の特性 

 

雨による被害は、水害と土砂災害に分けられる。近年は河川の改修が進んだため、大河川

の氾濫は少なくなったが、開発の進展による保水・遊水機能の低下等により、中小河川の内

水氾濫や土砂災害の発生が多くなっている。特に満潮が重なると低地での浸水害が発生しや

すくなる。 

本市における大雨の被害は、台風と梅雨によるものが多い。特に、梅雨末期における集中

豪雨は、大きな被害をもたらすことが多い。 

台風の場合は、勢力の強い台風が九州の西海上を衰弱することなく北上して、対馬海峡を

通過したときや長崎県に上陸した後に北東に進んだ場合には、大きな被害が生じている。（昭

和１７年周防灘台風、平成３年台風１９号等） 

本市では、時間雨量３０ｍｍ以上、日雨量１００ｍｍ以上で被害が出始めることが多い。 

 

第３項 高潮による被害の特性 

 

高潮による被害は、台風による気圧の降下と強風により発生する。一般に、南向きに開い

た湾の西側を台風が北上すると、南よりの強風が湾の奥に向かって吹きつづけることになり、

高潮が起きやすい。 

しかし、周防灘では、関門海峡が非常に狭くなっているため、強い東よりの風によって吹

き寄せられる海水が玄界灘に流出する量より大きくなると、高潮が発生する。特に満潮時刻

に近い時間に台風接近が重なると、異常に海面が上昇し、大きな被害をもたらす。（平成１１

年台風１８号） 

 

第４項 大雪による被害の特性 

 

大雪は、冬に九州南岸を低気圧が通過するような場合にしばしば見られる。近年において

はあまり積雪がないので、わずかの積雪でも道路や鉄道で交通障害が発生する。 

 

第５項 雷・雹による被害の特性 

 

雷・雹は、ともに積乱雲がもたらす場合が多く、強さや発生間隔の変化が激しく、また非

常に局地性が強い。 
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第４節 災害想定 

 

第１項 強風の想定 

 

台風による最大瞬間風速は、７０ｍ／ｓとする。 

（昭和４０年台風２３号、室戸岬６９．８ｍ／ｓ） 

竜巻による最大瞬間風速は、９０ｍ／ｓとする。 

（平成２年茂原竜巻、約９０ｍ／ｓ） 

 

第２項 大雨の想定 

 

時間雨量は、１５０ｍｍ／ｈとする。（昭和４７年、潮岬１４５ｍｍ／ｈ） 

日雨量は、６００ｍｍ／ｄａｙとする。（昭和１４年、宮崎５８７ｍｍ／ｄａｙ） 

 

第３項 高潮の想定 

 

最高潮位は、ＴＰ３．８９ｍとする。（昭和１７年防府富海３．８９ｍ） 

 

第４項 大雪の想定 

 

積雪は、４０ｃｍとする。（明治１６年下関３９ｃｍ） 

 

 

第５節 大規模災害想定 

 

高潮災害 

 

本県で起こりうる大規模災害として、広域的に多数の市町で被害が発生し、大量の人的・

物的被害をもたらす災害類型は、大別すれば、地震及びそれに伴う津波災害と、周防高潮と

呼ばれる本県の地勢的特性から大きな被害をもたらす高潮災害の２つであると考えられる。 

ここでは高潮災害について、述べる。 

 

１ 山口県の高潮ハザードマップ 

本県の瀬戸内海（周防灘）沿岸は、対岸距離が長く、入り江、湾形の多い南向きの海岸

であるため、台風時における高潮、高波の被害を受けやすい。また、周防灘西部では、南

～南東の強風が吹くと、吹き寄せられた海水が関門海峡によってせき止められるため、高

潮が大きくなる傾向がある。 

現在想定では、山口南沿岸においては上陸時の気圧が我が国における既往最大規模の台

風（室戸台風等）が、山口北沿岸においては本県を通過した既往最大規模の台風（枕崎台

風等）が、最悪のコースを通過した場合を想定している。 
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２ 想定される災害の姿等 

（１）高潮潮位 

ア 堤防の整備 

県が管理する護岸や堤防は、山口県高潮対策検討委員会の提言(平成１２年７月)を

受けた潮位により整備を進めており、現時点での堤防等の整備率は約６０％である。

従って、今後も県内沿岸部各地で高潮被害発生の可能性は十分考えておく必要がある。 

イ 想定台風 

近年、非常に強い台風の数が増えている。現在、室戸台風等をハザードマップの想

定台風として考えているが、それ以上に強大な台風の来襲も将来的には考えておく必

要がある。 

ウ 内水はん濫への対応 

豪雨と高潮の同時発生、またこれによる内水はん濫という最悪のシナリオも考えて

おく必要がある。水門の閉鎖により増水し、排水不良等による内水はん濫が発生する

ケースが多いことから、水門の開閉等のタイミングに配慮が必要である。 

エ 防波堤の老朽化 

他県では堤防等が高潮で倒壊して死者が出た事例もあり、本県でも堤防等の老朽化

が進んでいる可能性があるので高さだけでは安心できない。 

（２）ハザードマップ 

宇部市の高潮ハザードマップは、過去大きな被害を生じた平成１１年台風第１８号の

潮位を上回る非常に高い潮位※を想定しているが、実際の高潮災害では、更にそれを超

えることもあり得ることを住民に十分周知する必要がある。また、ハザードマップの表

示にイメージが固定されないような、柔軟な対応ができるハザードマップ活用法の啓発

が必要である。 

※ 我が国における既往最大規模の台風が大潮の満潮時に来襲（概ね１，０００年以上

確率）し、それぞれの海岸で波高が最大となる条件 
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第３章 防災組織等の責務と役割 
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第１節 市防災会議 

 

第１項 組織 

 

災対法第１６条及び宇部市防災会議条例（昭和３８年条例第２７号）に基づき設置された

市の附属機関であって、組織の概略は次のとおりである。 

 

１ 会長 

宇部市長 

 

２ 委員 

（１）指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

（２）陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者 

（３）山口県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

（４）山口県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

（５）市長がその部内の職員のうちから指名する者 

（６）教育長 

（７）宇部・山陽小野田消防組合の職員のうちから市長が任命する者 

（８）消防団長 

（９）指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者 

（10）自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

（11）その他市長が特に必要があると認めて任命する者 

 

３ 専門委員 

防災に関する専門事項を調査するために臨時的に置くことができる。 

 

４ 幹事 

委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。 

 

［資料］１－３－１ 防災会議委員名簿 

［資料］１－３－２ 防災会議幹事名簿 

 

第２項 所掌事務 

 

１ 宇部市地域防災計画を作成し、その実施を推進する。 

 

２ 市の地域に関わる災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集する。 

 

３ その他法律又はこれに基づく政令によりその権限の属する事務。 

具体的には、次のとおりである。 

（１）地域防災計画の作成 

（２）毎年地域防災計画を検討し、必要があると認めるときは修正する。 

（３）地域防災計画を作成又は修正したときは、速やかに山口県知事（防災危機管理課）に
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報告するとともに、その要旨を公表する。 

 

第３項 条例及び運営要綱 

 

［資料］１－３－３ 防災会議条例 

［資料］１－３－４ 防災会議運営要綱 

 

第４項 事務局 

 

宇部市総務部防災危機管理課 

電話 

０８３６－３４－８１３９  

携帯 

０９０－８９９９－４９００ 

０９０－８９９９－４９０１ 

０９０－８９９９－４９０２ 

０９０－８９９９－４９０５ 

０９０－３１７７－４９０４ 

０８０－８２４７－９０６６ 

０８０－８２４７－９０６７ 

０８０－８２４７－９０６８ 

０９０－７１３０－３７７２ 

ＦＡＸ 

０８３６－２９－４２６６ 

 

第２節 防災関係機関等の責務と役割 

 

第１項 市 

 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、その地域並びに地域住民

の生命、身体、財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施する。 

 

第２項 県 

 

県は、市町を包括する広域的地方公共団体として、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て、防災活動を実施するとともに、市町

及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を援助し、かつ活動の総合調

整を行う。 

 

第３項 指定地方行政機関 

 

指定地方行政機関は、自ら必要な防災活動を実施するとともに、他の指定行政機関と相互
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に協力して、市及び県の活動が円滑に行われるよう協力、指導、助言する。 

 

第４項 指定公共機関及び指定地方公共機関 

 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、自ら防災活動を実施するとともに、市及び県の活

動が円滑に行われるよう協力する。 

 

第５項 公共的団体 

 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者、事業者等は、平素から災害予防体制の整備を

図るとともに、災害発生時には防災活動を実施する。また、市、県その他の防災関係機関が

実施する防災活動に協力する。 

 

第６項 市民 

 

市民は、防災及び減災に関する知識及び技術を習得するよう努めるとともに、自ら及び家

族が被災しないよう平常時から備えるものとする。 

また、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見したとき又は災害が発生したときは、

市又は防災関係機関に通報するものとする。 

市民は、地域社会の一員として、自主防災組織が行う防災及び減災活動に積極的に参加す

るとともに、産官学民が各自で又は相互に連携して行う取組に参加するよう努めるものとす

る。 

 

第７項 自主防災組織 

 

自主防災組織は、組織力及び地域内のネットワークを活用し、地域における防災及び減災

活動に取り組むものとする。 

自主防災組織は、産官学民が各自で又は相互に連携して行う防災及び減災活動に積極的に

参加するものとする。 

 

第８項 市民活動団体及びボランティアの役割 

 

市民活動団体及びボランティアは、組織力及びネットワークを活用し、自らの活動の中で

防災及び減災活動に取り組むよう努めるとともに、行政の活動を補完する活動に努めるもの

とする。 

 市民活動団体及びボランティアは、産官学民が各自で又は相互に連携して行う防災及び減

災活動に積極的に参加するものとする。 

 

第９項 事業者等の役割 

 

事業者等は、その管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、事業活動を行

うに当たっては、従業員及び事業所に来所する者並びに事業所の周辺地域に居住する市民の

安全の確保に努めるものとする。 
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事業者等は、産官学民が各自で又は相互に連携して行う防災及び減災活動に協力するよう

努めるものとする。 

 

第 10項 教育機関の役割 

 

教育機関は、その管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、幼児、児童、

生徒又は学生（以下、「児童等」という。）が災害時において自らの安全を確保するために適

切に対応できるよう、それぞれの発達段階に応じた防災及び減災に関する教育の実施に努め

るものとする。 

 教育機関は、その所属する教職員及び児童等に対し、地域における防災及び減災活動への

積極的な参加を促すとともに、産官学民が各自で又は相互に連携して行う防災及び減災活動

に協力するよう努めるものとする。 

 大学、大学院、短期大学、高等専門学校その他の高等教育機関は、その教育的立場及び専

門的見地から災害に強い安心で安全なまちづくりに向けての調査、研究及びこれらの成果を

地域における防災及び減災活動に活用し、普及することができるよう努めるものとする。 

 

 

第３節 防災関係機関の業務 

 

第１項 市 

 

１ 宇部市防災会議に関すること 

 

２ 住民に対する防災思想の普及啓発及び訓練の実施に関すること 

 

３ 防災に関する物資及び資機材の備蓄整備及び供給に関すること 

 

４ 防災に関する施設又は設備の整備に関すること 

 

５ 宇部市が管理する建築物、土木施設の災害予防に関すること 

 

６ 防災に関する情報通信・伝達体制の整備及び管理運営に関すること 

 

７ 住民への気象情報、災害情報の伝達に関すること 

 

８ 被害情報の収集及び県、防災関係機関への伝達及び報告に関すること 

 

９ 消防、水防その他の応急措置に関すること 

 

10 避難の指示及び避難者の誘導並びに避難所の開設に関すること 

 

11 被災者の救助及び救護措置に関すること 
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12 保健衛生、文教、治安対策に関すること 

 

13 施設設備の応急復旧に関すること 

 

14 緊急輸送の確保に関すること 

 

15 関係団体、防災上重要な施設管理者の災害応急対策等の調整に関すること 

 

16 地域内の公共的団体及び住民等を対象にした自主防災組織の育成指導に関すること 

 

17 その他災害発生の防御又は拡大の防止のための措置に関すること 

 

18 災害広報に関すること 

 

19 ボランティアの活動支援に関すること 

 

20 義援金品の受入れ・配分に関すること 

 

第２項 宇部・山陽小野田消防局 

 

１ 防災に関する訓練の計画、立案の指導・助言に関すること 

 

２ 防災に関する施設設備の調査に関すること 

 

３ 災害に関する情報等の収集、伝達計画に関すること 

 

４ 被災者の救難・救助計画に関すること 

 

５ 避難・誘導活動に関すること 

 

第３項 県 

 

１ 防災に関する組織の整備に関すること 

 

２ 防災に関する訓練の実施に関すること 

 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄に関すること 

 

４ 防災に関する施設及び設備の整備に関すること 

 

５ 防災行政無線（地上系・衛星系）の管理運営に関すること 

 

６ 災害情報等の収集・伝達及び被害調査報告に関すること 
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７ 水防その他の応急措置に関すること 

 

８ 被災者の救助及び救護措置に関すること 

 

９ 災害を受けた児童・生徒の応急教育に関すること 

 

10 清掃・防疫その他の保健衛生に関すること 

 

11 施設及び設備の応急復旧に関すること 

 

12 緊急輸送の確保に関すること 

 

13 災害復旧の実施に関すること 

 

14 災害広報に関すること 

 

15 ボランティアの活動支援に関すること 

 

16 市町が処理する防災に関する事務又は業務の実施についての援助及び調整に関すること 

 

17 防災関係機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施についての総合調整に関する

こと 

 

第４項 山口県警察（宇部警察署） 

 

１ 災害情報の収集、伝達及び被害実態の把握に関すること 

 

２ 被災者の救出・救護に関すること 

 

３ 避難の指示及び誘導に関すること 

 

４ 緊急交通路の確保に関すること 

 

５ 信号機等交通安全施設の保全に関すること 

 

６ 遺体の検視に関すること 

 

７ 避難住民の援助及び被災地域の犯罪の予防、その他の社会秩序等に関すること 

 

８ 緊急車両通行証明書の発行に関すること  
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第５項 指定地方行政機関 

 

１ 中国四国農政局 

（１）災害時における食料の供給に係る体制の整備に関すること 

 

２ 中国経済産業局 

（１）生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

（２）災害時の物価安定対策に関すること 

（３）被災中小企業の支援に関すること 

 

３ 中国四国産業保安監督部 

（１）火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、都市ガス及び電気施設等の保安の確保に関するこ

と 

 

４ 九州運輸局（下関海事事務所）、中国運輸局（山口運輸支局） 

（１）所掌業務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること 

（２）関係機関及び関係輸送機関との連絡調整に関すること 

（３）災害時における輸送用船舶・車両のあっせん、確保に関すること 

（４）船舶・港湾荷役施設等の安全確保に関すること 

（５）鉄道及び軌道の安全確保並びにこれらの施設及び車両の安全確保に関すること 

 

５ 中国地方整備局（宇部港湾・空港整備事務所、山口河川国道事務所宇部国道維持出張所） 

（１）港湾施設、海岸保全施設の整備に関すること 

（２）港湾施設、海岸保全施設等に係わる災害情報の収集及び応急対策に関すること 

（３）高潮、津波災害等に関する港湾海岸計画に関すること 

（４）緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣に関すること 

 

６ 大阪航空局（山口宇部空港出張所） 

（１）災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために必要な措置に関する

こと 

（２）航空機事故の応急対策に関すること 

（３）指定地域上空の飛行規制とその周知に関すること 

 

７ 第七管区海上保安本部（宇部海上保安署） 

（１）海難救助、海上における治安維持、海上交通の安全確保に関すること 

（２）航路標識の施設の保全に関すること 

（３）油流出、危険物排出等海上災害の処理及び指導監督に関すること 

（４）船舶、航空機による避難者、救援物資、救援隊、医師、負傷者等の輸送の協力に関す

ること 

（５）警報等の伝達、避難の指示及びその誘導に関すること 

（６）災害情報の収集、伝達及び災害広報に関すること 

（７）災害応急対策の実施に必要な物資の収用、保管等に関すること 
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８ 福岡管区気象台（下関地方気象台） 

（１）気象、地象（地震を除く）及び水象の予報及び特別警報、警報、注意報の発表及び通

報に関すること 

（２）気象、地象及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること 

（３）気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること 

（４）災害発生時における気象観測資料の提供に関すること 

 

９ 中国総合通信局 

（１）所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること 

（２）電波の監理及び電気通信の確保に関すること 

（３）災害時における非常通信の運用監督に関すること 

（４）非常通信協議会の指導育成に関すること 

（５）災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び移動電源車等の貸与並びに携帯電話 

事業者等に対する貸与要請に関すること 

 

10 山口労働局（宇部労働基準監督署） 

（１）工場等、事業場における安全衛生管理に関すること 

（２）災害復旧事業実施に伴って発生が危惧される労働災害の防止の指導、監督に関するこ

と 

（３）労働者災害補償保険の業務に関すること 

 

11 中国四国地方環境事務所 

（１） 廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及び伝達に関すること 

（２） 家庭動物の保護等に係る支援に関すること 

（３） 災害時における環境省本省との連絡調整に関すること 

 

12 中国四国防衛局 

（１）災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整に関すること 

（２）災害時における米軍部隊との連絡調整に関すること 

 

13 中国地方測量部 

（１） 地理空間情報の活用に関すること 

（２） 防災関連情報の活用に関すること 

（３） 地理情報システムの活用に関すること 

（４） 復旧測量等の実施に関すること 

 

第６項 自衛隊（陸上・海上・航空） 

 

１ 災害派遣の準備に関すること 

（１）災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

（２）災害派遣計画の作成 

（３）防災に関する教育訓練の実施 
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２ 災害派遣の実施 

（１）人命・財産の保護のために必要な救援活動の実施 

（２）災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付又は譲与 

 

第７項 指定公共機関 

 

１ 西日本旅客鉄道株式会社（中国統括本部、宇部新川駅） 

（１）旅客の避難、救護に関すること 

（２）災害時における鉄道車両等による救助救援物資の緊急輸送の協力に関すること 

（３）鉄道施設の災害予防対策及び被災鉄道施設の応急復旧に関すること 

 

２ 西日本高速道路株式会社 

（１）中国自動車道、山陽自動車道の防災対策及び災害応急対策に関すること 

（２）緊急輸送道路の確保等防災関係機関が実施する応急対策への協力に関すること 

 

３ 西日本電信電話株式会社（山口支店） 

（１）電気通信施設、設備の整備及び防災管理に関すること 

（２）災害非常通信の確保及び気象情報の伝達に関すること 

（３）被災電気通信施設、設備の応急復旧に関すること 

 

４ 株式会社ＮＴＴドコモ（中国支社山口支店） 

（１）電気通信施設、設備の整備及び防災管理に関すること 

（２）災害非常通信の確保及び気象情報の伝達に関すること 

（３）被災電気通信施設、設備の応急復旧に関すること 

 

５ ＫＤＤＩ株式会社（中国総支社） 

（１）電気通信施設、設備の整備及び防災管理に関すること 

（２）災害非常通信の確保及び情報の伝達に関すること 

（３）被災電気通信施設、設備の応急復旧に関すること 

 

６ ソフトバンク株式会社（中国ネットワーク技術部） 

（１）電気通信施設、設備の整備及び防災管理に関すること 

（２）災害非常通信の確保及び情報の伝達に関すること 

（３）被災電気通信施設、設備の応急復旧に関すること 

 

７ 日本銀行（下関支店） 

災害発生時において、銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節を行うとともに、銀行

その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資

すること 

 

８ 日本赤十字社山口県支部 

（１）災害時における医療、助産及び遺体検案等被災地での医療救護に関すること 

（２）輸血用血液の確保、供給に関すること 
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（３）被災者への物資配給、炊き出し、避難所奉仕、通信連絡等の協力に関すること 

（４） 地方公共団体以外の団体又は個人が行う援助に関する自発的協力の連絡調整に関する

こと 

（５）義援金品の受入れ・配分に関すること 

 

９ 日本放送協会（山口放送局） 

（１）気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の実施に関すること 

（２）被害情報、被災住民に必要な生活情報等の報道に関すること 

（３）放送施設、設備の整備保守管理に関すること 

 

10 日本通運株式会社（宇部支店） 

災害時における緊急物資、復旧物資等輸送に必要な貨物自動車の供給確保に関すること 

 

11 中国電力ネットワーク株式会社（宇部ネットワークセンター・山口ネットワークセン 

ター） 

（１）電力施設の防災対策、防災管理の実施及び災害時における電力の供給確保に関するこ

と 

（２）被災施設、設備の応急復旧に関すること 

 

12 日本郵便株式会社（宇部郵便局） 

（１）郵便物の送達の確保及び郵便窓口業務の維持に関すること 

（２）被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵便物の料金の免除、被災

地あての救助用郵便物の料金免除に関すること 

（３）かんぽ生命保険業務の非常取扱に関すること 

（４）利用者の避難誘導に関すること 

 

第８項 指定地方公共機関 

 

１ 一般社団法人 山口県バス協会、サンデン交通株式会社、防長交通株式会社 

（１）旅客の安全確保に関すること 

（２）避難者、救助物資の輸送の協力に関すること 

（３）輸送施設、設備の防災対策及び復旧に関すること 

 

２ 山口放送株式会社、テレビ山口株式会社、株式会社エフエム山口、山口朝日放送株式会

社 

（１）気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の実施に関すること 

（２）災害時における広報活動及び被害情報の速報に関すること 

（３）被災者に必要な生活情報等の報道協力に関すること 

（４）放送施設、設備の防災対策及び保守管理に関すること 

 

３ 一般社団法人 山口県医師会（一般社団法人 宇部市医師会） 

（１）救急医療及び助産活動に関すること 

（２）負傷者の収容並びに看護に関すること 
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４ 公益社団法人 山口県看護協会 

（１） 救急救護活動 

  ア 救急医療及び助産活動に関すること 

  イ 負傷者の収容及び看護に関すること 

（２） 健康管理活動 

  避難所地域等における保健指導その他健康管理に関する必要な業務  

 

５ 一般社団法人 山口県トラック協会 

災害時における緊急物資、復旧物資等輸送に必要な貨物自動車の供給確保に関すること 

 

６ 公益社団法人山口県歯科医師会（一般社団法人宇部歯科医師会） 

（１）災害時における救急歯科医療に関すること 

（２）災害時における歯科保健活動に関すること 

（３）身元確認活動に関すること 

 

７ 一般社団法人山口県薬剤師会（一般社団法人宇部薬剤師会） 

（１）災害時における調剤、医薬品等の提供に関すること 

（２）防疫・その他保健衛生活動に関すること 

 

８ 一般社団法人山口県建設業協会 

（１）災害時における被害情報の収集・伝達への協力に関すること 

（２）災害時における公共施設等からの障害物の除去および応急復旧への協力に関すること 

 

９ 山口合同ガス株式会社 

（１）ガス設備の防災対策の実施及び管理に関すること 

（２）災害時におけるガスの供給確保に関すること 

（３）被災設備の応急対策及び復旧に関すること 

 

第９項 公共的団体 

 

宇部市社会福祉協議会 

災害時におけるボランティア活動に関すること 

 

第１０項 市民 

 

（１）風水害を防止するため相互に協力するとともに、各々で実施可能な防災対策を講じる

こと 

（２）市及び県が行う防災事業に協力し、市民全体の生命、身体、財産の安全の確保に努め

ること 
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第１１項 防災上重要な施設の管理者 

 

１ 病院、劇場、百貨店、旅館等不特定かつ多数の者が出入りする施設の管理者 

（１）所管施設の防災対策及び被災施設の応急対策に関すること 

（２）利用者に対する避難の誘導、安全対策の実施に関すること 

 

２ 石油類、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物等の製造、貯蔵処理又は取扱いを行う施設の管

理者 

（１）所管施設の防災対策及び被災施設の応急対策に関すること 

（２）施設周辺の住民に対する安全対策の実施に関すること 

 

３ 社会福祉施設、学校等の管理者 

（１）所管施設の防災対策及び被災施設の復旧に関すること 

（２）施設入所者等に対する避難誘導、安全対策に関すること 

 

４ その他の企業 

（１）従業員及び施設利用者に対する避難誘導、安全対策の実施 

（２）従業員に対する防災教育訓練の実施 

（３）防災組織体制の整備 

（４）施設の防災対策及び応急対策の実施 

（５）応急対策に必要な資機材の整備、備蓄 


